
 令和７年４月１日長崎市選挙管理委員会 会議録 
  

１  会議日時  令和７年４月１日（火） １６時００分から１７時００分まで 

 

２  会議場所  長崎市役所５階 第１委員会室 

 

３  出席委員  國弘達夫委員長、奥村修計委員、西田実伸委員、岩田純一委員 

     

４ 議事件名  第１６号議案 選挙人名簿の抹消について（死亡） 

第１７号議案 選挙人名簿の抹消について（転出後４箇月経過） 

第１８号議案 選挙人名簿の抹消について（在外選挙人名簿への登録移転） 

第１９号議案 選挙人名簿の登録日について 

第２０号議案 在外選挙人名簿の登録について 

第２１号議案 在外選挙人名簿の抹消の取り消しについて 

第２２号議案 個人演説会の公営施設の指定（福田地区ふれあいセンター） 

 

５ 審議経過 以下のとおり（要点記録） 
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【１６：００開会】 

ただいまから、選挙管理委員会を開催する。 

 

【第１６号議案】選挙人名簿の抹消について（死亡） 

公職選挙法第２８条第１号の規定により、選挙人名簿に登録されている者

のうち、４９０人については、死亡が確認されたので、選挙人名簿から抹消

する。 

抹消者（男 ２２９人  女 ２６１人  計 ４９０人） 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第１６号議案可決） 

 

【第１７号議案】選挙人名簿の抹消について（転出後４箇月経過） 

公職選挙法第２８条第２号の規定により、選挙人名簿に登録されている者

のうち、４３１人については、本市の区域内に住所を有しなくなった日後４

箇月を経過したことが確認されたので、選挙人名簿から抹消する。 

抹消者（男 ２１５人  女 ２１６人  計 ４３１人） 

 原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第１７号議案可決） 

 

【第１８号議案】選挙人名簿の抹消について（在外選挙人名簿への登録移

転） 

公職選挙法第２８条第３号の規定により、選挙人名簿に登録されている者

のうち、１人については、在外選挙人名簿に登録を移転するので、選挙人名

簿から抹消する。 

抹消者（男 ０人  女 １人  計 １人） 
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原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第１８号議案可決） 

 

【第１９号議案】選挙人名簿の登録日について 

公職選挙法第２２条第１項に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、登録

月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の日に定める。よって、令和７年

６月１日現在による選挙人名簿の登録を行う日を同年６月２日、また、令和

８年３月１日現在による選挙人名簿の登録を行う日を同年３月２日と定め

る。 

 原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第１９号議案可決） 

 

【第２０号議案】在外選挙人名簿の登録について 

公職選挙法第３０条の６第１項の規定により、申請があった者について

は、在外選挙人名簿に登録されている資格を有するため、在外選挙人名簿に

登録する。 

登録者（男 ０人  女１人  計１人） 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第２０号議案可決） 

 

【第２１号議案】在外選挙人名簿の抹消の取り消しについて 

令和７年３月３日に在外選挙人名簿から抹消された者１人については、在

外選挙人名簿から抹消されるべきでなかったことが判明したため、在外選挙

人名簿からの抹消を取り消す。 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第２１号議案可決） 

 

【第２２号議案】個人演説会の公営施設の指定（福田地区ふれあいセンタ

ー） 

公職選挙法第１６１条第１項第３号の規定により、公営の個人演説会等の

会場として使用する施設として次の施設を指定する。 

施設名称：長崎市福田地区ふれあいセンター 

会場名称：研修室 

所在地：長崎市福田本町10番地 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第２２号議案可決） 

 

これをもって、選挙管理委員会を閉会する。 

【１７：００閉会】 

 


